
英国返還ガラス固化体の輸送から貯蔵に係る主工程

工程

英国 再処理事業所 事業所外 日本原燃 再処理事業所

製造／貯蔵 搬出作業・検査・輸送物仕立て
陸上輸送

（鉄道運搬）
海上輸送 着岸／積付け 陸上輸送（車両運搬） 受入れ 検査・測定／貯蔵

領海外輸送 領海内輸送 事業所外 事業所内 廃棄物管理施設
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受入検査

（日本原燃）英国港 ⇒ 日本港
海外再処理

ガラス固化体製造

ガラス固化体貯蔵

輸送容器装荷作業 輸送容器
施設一時保管

施設 ⇒ 英国港

専用車両へ積付け 日本港 ⇒ 日本原燃
施設受入れ

輸送容器一時保管

外廃棄確認
（電力）

ガラス固化体
貯蔵

ガラス固化体
搬出作業

IBS（発送前検査） 
（立会確認）

IRS 
（ 固化体搬出確認 ）

BM 型輸送物 

海外事業者 輸送主体:日本原燃（輸送部門）（委託先:原燃輸送） 日本原燃（運転部門）輸送主体:電力（委託先:海外事業者） 

外廃棄確認
（電力）発送前検査

日本原燃（運転部門）

※管理規則 第三十二条（事象所内の運搬）第四項の運用より、本事業所

内運搬は各確認証を以って保安上の措置が講じられていることを確認

事業所内運搬

運搬物及び運搬方法の保安

管理規則
第三十二条 第四項

確認証

受領 

運搬物確認
申請(国交省) 

積付検査

(国交省) 

事業所外運搬

（陸上輸送）固化体製造

記録受領

発送前検査

（記録確認） 

同日申請

車両運搬確認

申請(NRA) 

確認証
受領 

事業所外からの運搬となるため現行の
保安規定に規定していない。
（BM 型輸送物の事業所外運搬として確認 
する発送前検査も規定されていない）

運搬物(容器･収納物) 

に係る適合確認 

車両運搬方法に係る

適合確認（国交省 所掌） 

外運搬規則

核車両規則

発送前検査

（立会確認） 

法第五十九条二項の確認

発送前検査記録の作成

外廃棄規則

受入れ、一時保管 受入れ検査、貯蔵

ガラス固化体輸送は BM 型輸送物に該当し工場等の外において運搬するため確認申請が必要

確認証(写) 
受領

英国記録

確認検査

外廃棄確認

申請(NRA) 

確認証
受領 

外運搬規則：核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則

核車両規則：核燃料物質等車両運搬規則

管理規則 ：核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理事業に関する規則

外廃棄規則：核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則

車両運搬
確認申請
日本原燃

（輸送部門） 

事業所内の運搬であり現行の
保安規定に規定

六ヶ所検査


